　　　　　　　　　　　　　　　運　転　者　の　採　用　　　　　　　　　　　

雇い入れ時の健康診断の実施（労働安全衛生規則第４３条）

雇い入れ以前、過去３年間の事故歴の把握（運転記録証明または無事故無違反証明）
事故あり※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事故なし
適　　性　　診　　断

事故惹起の運転者※
特定診断
乗務前に実施する。但しやむを得ない場合には、乗務を開始した後、１か月以内に実施する。



事故惹起者特別教育
乗務前に実施する。但しやむを得ない場合には、乗務を開始した後、１か月以内に実施する。
①トラックの運行の安全の確保に関する法令等
②交通事故の実例の分析に基づく再発防止対策
③交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法
④交通事故を防止するために留意すべき事項
⑤危険の予測及び回避
⑥安全運転の実技

①～⑤について合計６時間以上実施
⑥については可能な限り実施することが望ましい
　　　　　　　　＋
適齢運転者特別教育（該当する場合）
　　　　　　　　＋
初任運転者特別教育（該当する場合）

６５歳以上の運転者
適齢診断
６５歳に達した日以降の１年以内に１回と、その後３年以内ごとに１回実施する。



適齢運転者特別教育
適齢診断結果が届いた後、１か月以内に実施する。

適齢診断の結果を踏まえ、
①諸能力の状況を自覚させる
②加齢による心身機能低下等について実施すること

　　　　　　　＋
初任運転者特別教育（該当する場合）



※事故惹起者とは
死者又は重傷者（自動車損害賠償保障法施行令第５条第２号又は第３号に掲げる障害を受けた者をいう。）を生じた交通事故を引き起こした運転者及び軽症者（同条第４号に掲げる障害を受けた者をいう。）を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前３年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者を事故惹起運転者という。
左記以外の運転者
初任診断
乗務前に実施する。但しやむを得ない場合には、乗務を開始した後、１か月以内に実施するが、過去３年間において受診していた場合は、その控えを事業所に持参する事で足りる。

初任運転者特別教育
過去３年間において事業用自動車の運転経験が無い者について、乗務前に実施する。
[bookmark: _GoBack]添乗による安全運転の実技により、一般貨物自動車運送事業者等が安全な運転に必要な技能を備えていると判断した運転者に対しては、その後の添乗による安全運転の実技に限り、乗務を開始した後１か月以内に指導を実施しても差し支えない。

①一般的な指導及び監督
国土交通省告示1366号の（1）～（12）
を合計15時間以上実施

②安全運転の実技
　20時間以上実施






運転経歴証明書の申請方法など

１．証明書申込み用紙（郵便振替用紙に印刷したもの）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
証明書申込用紙は、警察署、交番、駐在所、及び自動車安全運転センター各都道府県事務所に備えています。

〒241-0815
横浜市旭区中尾2-3-1（神奈川県警察本部交通部運転免許本部内）
045-364-7000　　　　045-364-7001

２．申請手続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　申込用紙（郵便振替用紙に印刷したもの）に必要事項を記入し、手数料を添えて最寄りの郵便局から申込むか若しくはセンター事務所の受付へ直接申込んでください。ただし即時交付は行っていません。

３．代理人による申請手続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　証明書は、本人の請求に基づいて発行します。また、申請者本人から委任を受けた方は、代理申請もできます。この場合には、委任を受けたことを明らかにする書面が必要です。事業所等で一括して代理申請することもできます。

４．申請した証明書の交付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
証明書とＳＤカードは、後日郵便でお届けするか、センター事務所で直接お渡しします。

５．手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　運転経歴証明書の交付手数料は、１通につき６３０円です。運転経歴証明申請手続きの詳細や交付日などについては、最寄りのセンター事務所へお問い合わせください。


一般社団法人　神奈川県トラック協会　

神ト協では、会員事業所が職場の安全運転指導を推進できるように、「運転経歴証明書」の交付を申請する場合、発行手数料を助成しています。
　助成対象は、県内の営業所に所属する運転者（県外在住者も可）を対象としています。
　但し、当該年度の予算を超えた場合は、その時点で終了となります。

◎助成額　１名につき630円
　　助成人数の上限は会費請求台数分（被牽引車を除く）までとします。

◎申請方法
　　申請される会員事業所の方は、当協会「事業部　交通環境課」に助成申請書を交付請求し、申請書に必要事項をご記入のうえ、「自動車安全運転センター」に送付（郵送または持参）して下さい。

